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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物
処
理
処
分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
放
射

線
障
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
放
射
線
障
害
防
止
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
（
以
下
「
放
射

性
同
位
元
素
」
と
い
う
。
）
の
使
用
、
販
売
等
に
係
る
施
設
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
等
に
係

る
施
設
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
が
、
放
射
性
同
位
元
素
に
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
の
規
制
の
対
象

で
あ
る
核
原
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
は
含
ま
れ
な
い
。

一
方
、
原
子
炉
等
規
制
法
に
お
い
て
は
、
核
原
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
の
製
錬
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
等
の
事
業
に
係

る
施
設
、
原
子
炉
の
設
置
及
び
運
転
に
係
る
施
設
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
放
射
性
同
位
元
素
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下

「
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
容
器
に
封
入
し
又
は
固
形
化
し
て
保
管
廃
棄
し
て
き
た
が
、
放
射
性

同
位
元
素
の
利
用
の
進
展
と
と
も
に
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
放
射
能
濃
度
に
応
じ
た
最
終
処
分
の
在
り

一



方
を
今
後
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
一

部
に
つ
い
て
は
、
既
に
放
射
能
濃
度
に
応
じ
た
処
分
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン

ド
対
策
専
門
部
会
が
平
成
十
年
五
月
に
公
表
し
た
「
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物
処
理
処
分
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」
と

題
す
る
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
に
応
じ
た
処
理
又
は
処
分
を
検

討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
の
九
の
規
定
が
定
め
る
放
射
能
濃
度
の
基
準
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

原
子
力
委
員
会
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
及
び
原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員

会
設
置
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
き
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
行
政
の
民
主
的

な
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
政
府
の
機
関
で
あ
る
。

一
方
、
国
際
原
子
力
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
」
と
い
う
。
）
は
、
全
世
界
に
お
け
る
平
和
、
保
健
及
び
繁
栄
に
対
す
る

原
子
力
の
貢
献
を
促
進
し
、
及
び
増
大
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
並
び
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
た
援
助
が
い
ず

れ
か
の
軍
事
的
目
的
を
助
長
す
る
よ
う
な
方
法
で
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
で
き
る
限
り
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立

二



さ
れ
た
国
際
機
関
で
あ
り
、
我
が
国
は
そ
の
設
立
当
初
か
ら
の
加
盟
国
で
あ
る
。

放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
伴
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
極
め
て
低
く
、
放
射
性
物
質
と

し
て
の
特
質
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
も
の
を
区
分
す
る
基
準
（
以
下
「
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
と
し
て
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
が
平
成
八
年
に
提
案
し
た
数
値
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
開
催
し
た
国
際
放
射
性
廃
棄
物
管
理
諮
問
委
員
会
（
以

下
「
Ｉ
Ｎ
Ｗ
Ａ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
が
取
り
ま
と
め
た
「
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
Ｏ
Ｃ－

八
五
五
」
と
題
す
る
文
書
に
お
け
る
検
討
結
果
を

採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
体
に
対
す
る
影
響
を
無
視
し
得
る
程
度
の
年
間
被
ば
く
線
量
で
あ
る
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
に
相
当
す
る
放
射
能
濃
度
を
算
出
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
平
成
八
年
に
提
案
し
た
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
具
体
的
な
提
案
者
及
び
提
案
者
の
出
身
母
体
に
つ
い
て
は

承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
Ｉ
Ｎ
Ｗ
Ａ
Ｃ
に
は
、
メ
キ
シ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ザ
ン
ビ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、
英
国
、
ロ
シ
ア
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
チ
ェ
ッ
コ
、
韓
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ス
イ
ス
、
ア
ル
ゼ
ン

テ
ィ
ン
、
イ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
及
び
日
本
の
専
門
家
が
参
加
し
て
い
る
。

報
告
書
に
お
い
て
は
、
「
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
、
研
究
所
等
廃
棄
物
の
う
ち
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
以
下
の
も
の
は
、
再
利
用
又

は
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
処
分
が
想
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
「
再
利
用
」
と
は
、
例
え
ば
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使

三



用
施
設
を
解
体
し
た
際
に
発
生
す
る
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
を
資
源
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
「
産

業
廃
棄
物
と
同
様
の
処
分
」
と
は
、
例
え
ば
、
埋
設
地
に
遮
水
シ
ー
ト
等
を
設
置
す
る
こ
と
、
埋
設
地
の
水
質
の
監
視
を
行

う
こ
と
等
、
廃
棄
物
の
性
状
を
踏
ま
え
て
適
正
に
埋
設
処
分
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
な
お
、
報
告
書
に
あ
る
「
再

利
用
」
及
び
「
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
処
分
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
平
成
八
年
に
提
案
し
た
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
各
国
か
ら
コ

メ
ン
ト
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

報
告
書
で
は
、
「
極
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
」
の
う
ち
廃
棄
物
自
体
が
安
定
的
で
汚
水
を
発
生
さ
せ
な
い
コ
ン
ク
リ
ー

ト
等
に
つ
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物
専
用
の
処
分
場
に
お
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ピ
ッ
ト
等
の
人
工
バ
リ
ア
を
設
け
ず
、
素
堀

り
の
溝
状
等
の
空
間
に
廃
棄
体
を
定
置
し
て
埋
設
す
る
素
堀
処
分
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
素
堀
処
分
の

具
体
的
な
方
法
、
手
続
、
処
分
地
等
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四



ま
た
、
報
告
書
で
は
、
「
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
以
下
の
も
の
」
に
つ
い
て
、
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
処
分
を
行
う
こ
と

が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
処
分
を
ど
の
よ
う
な
処
分
場
で
行
う
か
、
当
該
処
分
に
伴
い
焼
却
処
理
等
の
処
理
を
行
う
か

ど
う
か
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
在
り
方
に
つ
い

て
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
報
告
書
に
お
け
る
「
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ

ル
以
下
の
も
の
」
の
「
再
利
用
」
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
二
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
防
止
法
に
基
づ
き
立
入
検
査
を
行
っ
た
事
業
所
数

は
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
放
射
線
検
査
官
の
人
数
は
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
立
入
検
査

後
に
放
射
線
障
害
防
止
法
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
文
書
で
改
善
指
導
を
行
っ
た
事
業
所
数
は
二
百
八
十
、
当
該

改
善
指
導
に
お
け
る
指
摘
事
項
数
は
千
七
百
二
十
一
で
あ
り
、
指
摘
事
項
と
し
て
は
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
者
等
が
備

え
る
べ
き
帳
簿
に
お
け
る
記
載
の
不
備
に
係
る
も
の
が
最
も
多
く
、
次
い
で
放
射
線
の
量
等
の
測
定
の
不
備
に
係
る
も
の
が

多
い
。
改
善
指
導
を
受
け
た
事
業
所
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
改
善
の
た
め
の
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
平
成
十
年
度
以
前
の
違
反
事
業
所
数
、
違
反
件
数
及
び
違
反
内
容
に
つ
い
て
は
、
立
入
検
査
に
係
る
記
録
の
す
べ
て
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が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

平
成
二
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
き
試
験
研
究
炉
を
設
置
し
た
事
業
所

等
か
ら
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
（
以
下
「
研
究
所
等
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
発
生
さ
せ
得
る
事
業
所
を
対
象
と
す
る
原

子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
は
、
平
成
九
年
度
に
お
い
て
一
事
業
所
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
二
十
一
事
業
所
に

対
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
平
成
九
年
度
に
立
入
検
査
を
行
っ
た
事
業
所
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
施
設
に

つ
い
て
、
使
用
の
変
更
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
許
可
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
等
の
三
件
の
原
子
炉
等

規
制
法
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
た
め
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
事
業
所
に
対
し
核
燃

料
物
質
の
使
用
の
停
止
処
分
を
行
っ
た
。
平
成
十
一
年
度
の
立
入
検
査
で
は
違
反
の
事
実
が
あ
っ
た
事
業
所
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
き
立
入
検
査
が
実
施
さ
れ
る
都
度
、
当
該
検
査
を
担
当
す
る
職
員
が
決
め
ら
れ
る
が
、
当

該
職
員
の
人
数
は
、
平
成
九
年
度
に
お
い
て
三
人
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
二
十
一
人
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
及
び
研
究
所
等
廃
棄
物
の
焼
却
処
理
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に
お
い
て
は
、
焼
却
処
理
に
伴
っ
て
発
生
す
る

気
体
廃
棄
物
及
び
液
体
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
令
に
お
い
て
排
出
で
き
る
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
放
射
性
物
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質
の
濃
度
を
下
回
る
状
態
と
し
た
上
で
焼
却
施
設
外
に
排
気
及
び
排
水
を
し
て
お
り
、
当
該
排
気
に
つ
い
て
は
排
気
口
又
は

排
気
監
視
設
備
に
お
い
て
、
ま
た
、
当
該
排
水
に
つ
い
て
は
排
水
口
又
は
排
水
監
視
設
備
に
お
い
て
、
法
令
に
基
づ
き
放
射

性
物
質
の
濃
度
等
を
記
録
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
な
お
、
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
及
び
研
究
所
等
廃
棄
物
の
焼
却
後
の
固
体
廃
棄

物
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
施
設
内
で
保
管
廃
棄
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
対
策
専
門
部
会
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
委
員
会
が
、
平
成
七
年
九
月
十
二
日
の
原

子
力
委
員
会
決
定
に
よ
り
、
同
部
会
の
審
議
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
審
議
事
項
の
調
査
又
は
審
議
に
係
る
知
識
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
構
成
員
と
し
て
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
部
会
に
置
か
れ
た
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄

物
分
科
会
に
つ
い
て
は
、
同
部
会
が
同
分
科
会
の
審
議
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
審
議
事
項
の
調
査
又
は
審
議
に
必

要
な
有
識
者
を
構
成
員
と
し
て
同
部
会
の
会
長
が
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
対
策
専
門
部
会
及
び
同
部
会
の
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物
分
科
会
の
審
議
に
お
い

て
は
、
高
度
の
専
門
性
を
必
要
と
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
構
成
員
を
公
募
す
る
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

九
に
つ
い
て

七



現
在
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
同
委
員
会
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
、
放
射
線
障
害
防
止
法
、
原
子
炉
等
規
制
法
等
の
改
正
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
〇
に
つ
い
て

国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
の
昭
和
五
十
二
年
勧
告
に
お
い
て
は
、
放
射
線
防
護
の
基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
「
全
て
の
被
ば
く
は
社
会
的
、
経
済
的
要
因
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
合
理
的
に
達
成
可
能
な
限
り
低

く
押
さ
え
る
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
平
成
二
年
勧
告
に
お
い
て
も
同
一
の
考
え
方
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。
原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
対
策
専
門
部
会
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
右
の
基
本
的
考
え
方
を
踏

ま
え
る
と
と
も
に
、
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
及
び
研
究
所
等
廃
棄
物
の
処
分
に
伴
っ
て
国
民
の
健
康
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮

し
て
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る
。

一
一
に
つ
い
て

Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
及
び
研
究
所
等
廃
棄
物
の
処
理
又
は
処
分
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
て

い
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
今
後
具
体
的
な
検
討
を
行

八



う
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
関
連
法
令
の
改
正
等
を
行
う
か
否
か
、
関
連
法
令
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
す

る
場
合
の
手
続
、
日
程
等
に
つ
い
て
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
。

九



一
〇


